
 

- 11 - 
 

第２章 令和７年度消費者行政関係事業 
 
１ 消費生活課（消費生活センター）                                                                  

 
事 業 （ 事 項 ） 名 

 

 
所 管 課 

 

 
実      施      事      業 

 

予算額 
(千円） 

1.消費生活問題審議会運営 消費生活課  消費生活に関する施策の基本的な事項や重要な事項につ
いて調査審議するための消費生活問題審議会運営、苦情処
理委員会、及び消費者行政連絡調整にかかわる事業を行う。 

 217 

2.消費者被害防止対策    消費生活課   高齢者等に対する被害防止対策を実施する。 
（主な内容） 
1 悪質商法等の事例を情報提供 

 2 消費者安全確保地域協議会の運営、市町村における設
置支援 

3  消費者被害防止のため地域見守り力アップ講座 

360 

3.消費者行政活性化推進 消費生活課  地方消費者行政強化交付金を活用し、消費生活相談窓口
の機能強化等、消費者行政充実強化に向けて、集中的に取
り組む。 
（主な内容） 
1 県が実施する事業（消費者の安全・安心を確保するため
の取組等） 
2 市町村に対する補助 

12,443 

4.消費生活協同組合指導 消費生活課   消費者の自主的、組織的な活動主体としての消費生活協
同組合活動を支援、指導し、適正な運営を確保する。 

164 

5.金融広報推進 
 

消費生活課  「ぐんま金融広報だより」の作成などによる金融経済情報の
提供により、金融経済の学習支援を推進する。 

250 

6.消費者取引の適正化推進 消費生活課   特定商取引法や県消費生活条例等消費者行政関係法令
に基づき、悪質業者の指導等を行う。 

3,558 

7.苦情処理体制強化 消費生活課   消費生活に関連した商品・サービスの安全、品質、契約、
販売方法等の苦情に対して、消費生活相談員が助言や情報
提供を行う。 

28,503  

8.商品テスト 消費生活課   商品の事故やトラブルの原因究明及び被害拡大防止のた
めの商品テストを実施し、結果を公表する。 

130 

9.消費者啓発推進 消費生活課 ・ 消費者啓発のため、若者や高齢者など消費者の特性に応
じた講座を実施するとともに、関東甲信越ブロックの都県・政
令市と共同で悪質商法被害防止キャンペーンを行う。 
（主な内容） 
 1 出前講座の開催 
 2 関東甲信越ﾌﾞﾛｯｸ悪質商法被害防止共同ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの 

実施 
・ 自殺等の原因になるなど社会問題化している多重債務者
対策について、重点的に取り組む。 
（主な内容） 
無料相談会の開催 

1,157 

10.消費生活ｾﾝﾀｰ運営 消費生活課   消費生活に関する資料及び情報の収集及び提供を行う。 721 

11.地域防犯力向上対策 消費生活課  誰もが安全で安心できる暮らしづくりの推進に向け、警察、
ボランティア団体等と協働し、地域の防犯力を高める。 
（主な内容） 
1 大人向け防犯出前講座 
2 県民防犯の日記念イベント   

966 

12.子ども・女性の安全確保   
 対策 

消費生活課 子ども自身の危険回避能力の向上と地域の見守りを推進
するため、子ども向け防犯出前講座等を実施する。女性のた
めの防犯ハンドブックを配布し、女性のための防犯推進を図
る。 

3,791 

13.特殊詐欺等根絶対策 消費生活課   特殊詐欺による被害防止のため、群馬県特殊詐欺等根絶
協議会と連携した広報啓発及び特殊詐欺電話対策機器普及
啓発を実施する。  

15,060 

14.ＮＯ！詐欺キーパー等推  
進事業 

消費生活課 特殊詐欺による被害を防止するため、NO！詐欺キーパー
講座及び高齢者向け体験･実践型研修を開催する。 

919 
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２ 関係各課 

 
事 業 （ 事 項 ） 名 

 

 
所 管 課 

 
実      施      事      業 

予算額 
(千円） 

１.新しい有害環境から 
子どもを守る取組推進 

私学・青少年
課 

・ 子どもや保護者等のネットリテラシー向上のため、啓発資
料の作成や、ＮＰＯ法人「ぐんま子どもセーフネット活動委
員会」が実施する事業を支援する。 
・ 「おぜのかみさま県民運動」の推進により、ネットリテラシ
ー及びペアレントコントロールの普及啓発等を行う。 

   2,587 

2.日常生活自立支援事業 地域福祉課  判断能力が不十分な方が自立した生活を送れるよう、福
祉サービスの利用援助や日常的金銭管理等を行う。 

121,091 

3.成年後見制度利用促進 
  事業 

地域福祉課 
 

 成年後見制度の利用を促進するため、市町村や専門職
団体等の関係機関を対象とした研修・情報交換会の開催
や、隣接分野との連携強化支援により、市町村における権
利擁護ネットワークの機能強化を支援する。また、市町村に
よる市民後見人の養成や市町村社会福祉協議会による法
人後見事業の立ち上げを支援する。 

14,899 

4.医療機能情報公表の実施 医務課 
 

 病院・診療所等の医療機能情報（診療科目、診療時間、
専門医の有無、対応可能な治療法及び医療の実績等）をイ
ンターネットで検索できるシステムを活用し、県民が医療機
関を適切に選択するための情報提供を行う。 

13,236 

5.医療安全相談センターの 
運営 

医務課  医務課内に「医療安全相談センター」を設置し、専門の相
談員を配置。県民からの医療に関する相談等に応じ、必要
な助言や情報提供を行う。 

7,168 

6.地域包括支援センター   
機能強化事業  

介護高齢課  包括的支援事業（総合相談支援事業、権利擁護事業等）
を実施している地域包括支援センターの機能強化を図るた
め、市町村を支援する。 

2,824 

7.認知症サポーターの 
養成支援 

介護高齢課  認知症に対する正しい理解の促進と、認知症の人やその
家族を支援する認知症サポーターを養成する市町村の取
組を支援する。 

161 

8.高齢消費者被害防止 
  キャンペーン事業 

介護高齢課  一般財団法人群馬県老人クラブ連合会が実施する「見守
りサポーター」養成研修や老人クラブ会員による情報提供、
声かけ等の事業に対して補助し、高齢消費者被害の防止を
図る。 

245 

9.障害者１１０番事業 障害政策課  県障害者社会参加推進センターに「群馬県障害者１１０
番」を設置し、障害者の人権擁護や日常生活における相談
に応じる。また、弁護士による無料法律相談を行う。 

2,760 
 

10.障害者就業・生活支援 
  センター事業 

障害政策課  就職や職場への定着が困難、あるいは就業経験のない
障害者に対し、就業及びこれに伴う日常生活、社会生活上
の支援を行う。（県内９か所） 

56,214 

11.無許可・無承認医薬品等 
指導取締 

薬務課 店舗やインターネット上で販売されるいわゆる「健康食品」
の商品広告について、医薬品的効能効果等を標榜していな
いかを監視するとともに、健康食品の買上げ検査を行い、医
薬品成分を不正に含有している製品の流通を防止する。 

1,911 
 

12.医薬品製造業等の監視 
 
 
 

薬務課 医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保と適正な管理、使用の徹底を図るた
め、医薬品等の製造販売業者、製造業者及び薬局等販売
業者への立入検査を行う。 

   2,205 

13.家庭用品安全対策 薬務課  法に定められた基準に違反した家庭用品が販売されてい
ないか、販売店から家庭用品（生後 24 ヶ月以内の乳幼児の
衣類）を買い上げ、食品安全検査センターにおいて試験検
査を行う。 

106 
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事 業 （ 事 項 ） 名 

 

 
所 管 課 

 

 
実      施      事      業 

 

予算額 
(千円） 

14.ホームページ「ぐんま食
の安全･安心ポータルサイ
ト」運用 

食品・生活衛
生課 

 ホームページ「ぐんま食の安全・安心ポータルサイト」の運
用により県民にわかりやすく情報提供を行う。 

     － 

15.「ぐんま食の安全情報」の 
   発行 

食品・生活衛
生課 

 県民ボランティアである「ぐんま食の安全情報通信員」制
度を活用して、県発行の「ぐんま食の安全情報紙」を身近な
人に配布しながら口コミで情報提供を行う。 

1,161 

16.「ぐんま食の安全情報」  
公式フェイスブック及び公
式 Xの運用、県公式
LINEアカウント内での配
信 

食品・生活衛
生課  フェイスブック・Xおよび県公式 LINE アカウント「群馬県

デジタル窓口」を活用し、より多くの県民に、リアルタイムに
食の安全に関する情報を発信する。 

     － 

17.農林水産物放射性物質 
   検査結果のデータベー
スの運用 

食品・生活衛
生課 

 本県産農林水産物（牛肉を除く）の放射性物質検査結果
をデータベースにとりまとめて、県ホームページで公開する。 

     － 

18.食品表示普及啓発 食品・生活衛
生課 

 消費者向け情報誌「知っ得食品表示」を発行しスーパー
等で配布するなどして、食品表示制度等の食品安全に関す
る正しい知識の普及を図る。 

    233 

19.食品安全審議会の開催 食品・生活衛
生課 

 食品等の安全性の確保に関する重要事項等について、
専門的かつ客観的な見地から調査審議を行う群馬県食品
安全審議会を開催する。 

127 

20.ＤＸを活用した食の安全
に関するリスクコミュニケーシ
ョン 

食品・生活衛
生課 

 食品の安全性確保のリスクコミュニケーションの場として、
県公式 LINEアカウント「群馬県デジタル窓口」を活用した食
の安全に関する意見交換を行う。 

     － 

21.食品衛生 食品・生活衛
生課 

 1 食品関係営業施設等の監視指導 
 2 一般流通食品（輸入食品を含む）及び農作物等の安全

検査 
 3 食中毒防止等総合衛生対策 
 4 消費者への情報提供 

43,612 

22.乳肉衛生 食品・生活衛
生課 

 1 乳処理施設の監視指導及び牛乳等の収去検査 
 2 と畜場におけると畜検査 
 3 食鳥処理場における食鳥検査 
 4 畜水産食品中の残留有害物質モニタリング検査 

106,192 

23.生活衛生 食品・生活衛
生課 

 1 理容所、美容所、クリーニング所、公衆浴場、旅館、興 
業場及び墓地等の営業の許可及び構造設備確認並び 
に監視指導  

 2 特定建築物の監視指導 
 3 遊泳用プールの指導 
 4 レジオネラ対策講習会の開催 

2,006 

24.生活衛生適正化助成指  
   導 

食品・生活衛
生課 

 1 公衆浴場（銭湯）の確保対策 
 2 （公財）群馬県生活衛生営業指導センターを通じた生
活衛生関係営業の振興と指導  

19,077 

25.住宅宿泊事業監視指導  
 

食品・生活衛
生課  事業の適正な運営を確保するため、必要に応じて事業者

に対する監督・指導を行う。 
18 

26.水道施設維持管理 食品・生活衛
生課 

1 水道事業者等への立入検査の実施 
 2 一般飲用井戸等の衛生管理に関する指導・啓発 
 3 水道水質等の安全性に関する情報提供      

649 

27.ぐんま環境学校 
   （エコカレッジ） 

環境政策課  地域の環境保全活動の核となる人材を育成するため、食
品ロスの削減など環境に配慮した消費行動等に関する講義
を実施する。 

182 
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事 業 （ 事 項 ） 名 

 

 
所 管 課 

 

 
実      施      事      業 

 

予算額 
(千円） 

28.プラスチックごみ「ゼロ」   
   推進 

廃棄物・リサイ
クル課 

  プラスチックごみの削減に積極的に取り組む県内事業者
を「ぐんまプラごみ削減取組店」として登録し、取組の状況把
握と拡大支援を実施する。また、マイボトルを推進するため、
県庁舎にウォーターサーバーを設置する。 

443 

29.食品ロス「ゼロ」推進 廃棄物・リサイ
クル課 
 

 「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」（もったいない）の心で食品ロスをなくす
ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ運動を推進するとともに、フードバンク活動
の支援に取り組んで食品ロスの削減を図る。 

1,651 

30.循環型社会づくり推進 廃棄物・リサイ
クル課 
 

県民主催の事業等においてリユース食器を利用すること
を通じて、リユース食器の利用促進と利用の拡大を図る。 

   392 

31.農薬安全使用推進 農政課  本県農産物の安全性を確保するため、農薬販売者に対
する適正な販売の指導や農薬立入検査の実施、農薬使用
者に対する各種研修会、講習会において農薬適正使用の
徹底を推進する。 

752     

32.地産地消・消費拡大推  
   進（地産地消推進）  

ぐんまブランド
推進課   

県産農畜産物を積極的に販売・活用する小売店、飲食
店、旅館等を「ぐんま地産地消推進店」として認定し、県産
農畜産物を原料とする製品の製造、流通等を行う企業を「ぐ
んま地産地消協力企業・団体」として登録する。 

  127 

33.貸金業対策 地域企業支
援課 

 資金需要者等の利益保護を図るための施策を実施する。 
（主な内容） 
1 貸金業者の指導監督（登録・立入検査等） 
2 資金需要者等からの苦情相談業務 

  1,494 

34.旅行業者指導 観光リトリート
推進課 

 旅行業法に基づき、県内の旅行業・旅行業者代理業並び
に旅行サービス手配業に対する登録や指導を行う。 
・新規登録、変更登録、更新、廃業等の登録事務 
・立入検査及び指導 
・旅行業協会との協議、情報交換等 

   340 

35.計量の適正化 計量検定所 適正な計量の実施を確保するため、特定計量器（はかり
やガソリンスタンドの燃料油メーター、タクシーメーター等）に
係わる事業所、商品量目及び製造事業所等に対して立入
検査を実施する。 

    
148 

36.建設工事紛争相談 
窓口の設置 

建設企画課  相談員を配置し、建設工事の発注者及び請負人等から
の苦情相談に対し、必要な助言や情報提供を行う。 

   3,529 

37.不動産取引相談業務 住宅政策課  宅地建物取引の公正を確保し消費者等の利益の保護を
図る。 
（主な内容） 
1 不動産取引に関する消費者からの相談業務 
2 消費者啓発のため、不動産売買及び住宅賃貸借契約 

  の手引等を配布 

 2,581 

38.住宅関連情報提供 住宅政策課  住宅に関する様々な情報提供及び相談業務を行う。   12,397 

39.小中学校における情報 
モラルに関する講習会の   
実施に向けた啓発 

 (教)義務教
育課 

 各学校において児童生徒や保護者に向けた情報モラル
に関する講習会を実施できるよう、教員対象の研修会を実
施するなど、指導者の養成を推進するとともに、実施の必要
性を周知する。 

     － 

40.学校における食育推進  (教)健康体
育課 

 食に関する指導の充実に向け、教職員を対象とした各種 
研修会の開催や指導資料の作成等を行う。 

     25 

41.警察安全相談業務 
 

 (警)広報広
聴課 

 警察本部及び各警察署の警察安全相談窓口において、 
消費生活問題等に関する相談を受理し、適宜対応する。 

    － 

42.特殊詐欺対策事業 
 

 (警)生活安 
全企画課 

  詐欺等の手口の周知や被害防止のポイント等について情
報発信、注意喚起を行う。 

  － 

 


